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2 0 0 2 年チ ャイル ドライン全国キ ャンペー ン

－き み は 、ひ と り じや な い－ 3 月 「チャイル ドライン月間」

加 藤

3 月は、友だちとの別れ、進路の こと、 4 月か ら始 まる新 しい環

境のこと、ことに悩み多き月です。心細いとき、不安な時、誰とそ

の思いを分かち合いますか ？

そんなとき、手を伸ばした先にある「電話」を通 して、子どもた

ちの心の揺れに耳を傾けるのがチャイル ドラインです。

そ して この 2 0 0 2 年 3 月 は、 チ ャイル ドライ ン が必 ず ど こかで 子

どもの声を受けている、子どもたちが必ずアクセスするチャイル ド

ライ ンを見 つ け出せ る 、そ んな 「き み は、 ひ と りじゃな い」 キ ャン

ペー ンを 日本全 国 に展開 する こと にな りま した 。

日本の社会において、子どもたちの問題は、最も大きな課題として

掲げられています。先年、国連からは ‘日本の子どもたちMの状況に対

する警告が発せられています。私たちはそれを受けとめ、その警告に

どのように対応策を示していけるのか、今試されているとも言えます。

チャイル ドライン支援センターが、子どものためのヘルプライン

の設立運営を支援するセンターと して 19 9 9 年 1月に発足 して以後、

様々なセミナー、シンポジウムの開催を経て、わずか2 年の うちに

4 0 に迫る団体が設立されています。この飛躍的なチャイル ドライ

ンの拡が りは、子どもたちにとって、社会にとって、望まれるケア

シス テム と して重要 性 を帯びて い るこ とを示 してい ます 。

特に2 0 0 0 年、2 0 0 1年 5 月子どもの日に実施 した「子どもの 日

チャイル ドラ イン」 全 国キ ャンペー ンで は 、全 国の チ ャイル ドライ

ンが一斉に子どもの声を受けるという試みをしま したが、行政との

協力関係、企業、マスコミからの支援に力を待つつ、 1 日で 2 0 0 0

件近い 電話 を うける こととな りま した。

そ して、子 どもの 日の キ ャンペー ンの終 わ りが近 づ く時間帯 には 、

子ど もた ち か らの 電 話 の数 が 増 え ま す 。「も う終 わ っち や うの ？」

「 次 は いつ やる ん です か ？」「今 度 は ど こに か けれ ば いい ？」 な ど 。

急速 に広 が りつつ ある チ ャイル ドライ ンの 活動 です が 、子 どもの 日

のよ うな全国キャンペーン以外にも日常的に電話を受ける常設のチ

ャイル ドラ イ ン は 1 5 団 体 に とど ま りま す。 ま た都 道府 県 で 見 る と

チャイル ドライ ンの設 置 され てい る地域 は 半数 に もな りませ ん 。そ

志保 （N P O 法人チャイル ドライン支援センター事務局長）

こで 、私 たち チ ャイル ドライ ン支援 セ ンタ ー は、子 ども の 日とい う

1 日だ けのキ ャンペ ー ン とは趣 向 を変 え、 この 2 0 0 2 年 3 月 、 1 ケ

月にわた る期 間 を 「チ ャイル ドラ イ ン月間」 と し 「きみ は、 ひ と り

じやない」 と銘打 って 、 常設 に近 い形 を 目指 して全 国キ ャンペー ン

を実施 する こ とに しま した 。

この 「チ ャイル ドライ ン月 間」 に参加 したチ ャイル ドライ ンは全

国2 2 都府 県 、3 6 団体 にの ぽ りま す。 3 月 1日 ～3 1日 まで、毎 日必

ずどこか では チ ャイル ドライ ンが実 施 され てい ます 。そ して 、 この

月間 キ ャンペ ー ンを き っか け に3 月、 4 月以 降 に常 設化 す るチ ャイ

ルドラ イ ンは 9 団体 、 これ まで の 1 5 団体 に加 えて 4 月 以 降は 2 4 団

体が 常設 チ ャイル ドライ ン と して 、時 間や 曜 日な どは限 定さ れま す

が、 日々 電話 の前 で子 ど もたち の声 を聴 くこと にな りま した。（P 2

にチャイル ドライン全国実施状況一覧表）

つけ加えて、この 3 月の様子の一部を報告 します。チャイル ドラ

インい ずみ で は 1 6 8 時 間で 7 1 8 件 、チ ャイル ドラ イ ンあ いち で は

7 8 時 間 で5 2 8 件 、 チ ャイ ル ドライ ン とん だ ばや しで は5 6 時 間 で

5 0 4 件という数の子どもか らの電話がありました。それだけの回数、

チャイル ドライ ンに向 け て電話 の ボタ ンが プ ッシ ュ した子 どもたち

がい る 、その 姿 を思 い浮 かべ ると 、も っ とも っとチ ャイル ドライ ン

が身近なものにな っていけるよう、願いは強まるばかりです。

最後に、このキ ャンペー ンは文部科学省、厚生労働省、チ ャイル

ドライン設立推進議員連盟、日本赤十字社、N H K 、財団法人児童育

成協会こどもの城、財団法人児童健全育成推進財団から後援をいた

だき、日本自転車振興会の補助金を得て実施されま した。様々な企

業協力の中で、㈱ ファミ リーマー トでは、電話番胃の印刷された名

刺台 の カー ドと カー ドボ ックスを 店頭 に設 置、 この 月間 期間 中に は

キャンペ ー ンポ スタ ーの掲 示協 力 も してい ただ き ま した 。 この よ う

な全匡l的な支援のほかにも、各団体は地域のたくさんの人々、団体、

企業 な どに支 え られ てチ ャイル ドライ ンが 実施 され てい ます 。 この

ように チ ャイル ドラ イン を展 開 しなが ら、子 どもた ち に目を 向け る

大人 の数が 日々増 えて い くこと を私た ちは 目指 して います 。
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チ ャ イル ドライ ン全 匡Iのイ中間 た ち
（ 2 0 0 2 年4 月 14 日現在、2 5 都道府県4 2 団体、常設2 4 団体、子どもの参加4 0 団体）
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子どもの権利条約 第 61号・ 20 02 年 4 月2 0 日号

都 道府

県
名 称 実 施 団休 事 務 局電 話 常設●

特設0
3 月
参加

5月
参加

子ビも

の日7
リーター什

ル

相 談 電 話 常 設 、活動 状 況 3月 特 設状 況 5月 特 設状 況

宮城県
チャイル ドラインinM IY A G I チャイルドライン

inMIYA G l
0 22－27 9－72 10

● ☆ ☆
O 120－00 －98 川 月～金 16時 ～柑時 3月24 日から常設

福島県
チャイル ドライン福 島

付 イヤルこだま・いわき24）

いわき学校数書支捷ホ●
ランテげの会

0 24 6－2 7－8 900 0 ☆ ☆ ☆ 0 246－27 －8 900 3 月4日（月）柑時～6日

（水）22時

5日10時 －6日10時

栃木県
チャイル ドラインとちぎ チャイルドラインとちぎ 02 8－6川－3之53

● ☆ ☆ ☆ 02 8－6川 －33 68 金15時 ～23時 5日．6日10 時－22時

埼玉県
さいたまチャイル ドライン さいたまチャイルドライン 04 8－486 －7 17 1

● ☆ ☆ ☆ 04 8－4 86 －88 88 月・木13時 ～2 1時 5日10時 ～22 時

千葉県

チャイル ドライン千 葉 ・子ど

も電 話

N PO 法人子ども点叫

千葉県センター
04 3－254 －78 89

● ☆ ☆ ☆

ちば 0 43－25 卜03 50

のだ 0 47 卜23 －4‖ 1

ちば：月一木14時～1g時

（若者土19時 ～2 1時）

のだ：金14時一 Ig時

5日10時 ～6日10 時

せたがやチャイルドライン （社柑）世田谷ボラン

ティア協会
03－3朋 卜9 10 1

● ☆ ☆ ☆ 03－34 87 －23 23
電 話 巷辛 が変わります

日祝を除く16時～22時 5日10時 ～6日lO 時

中野子 ども電 話 N PO 法人中野ふくし仇
乗鞍

03 t3 384 －56 2 8
● ☆ ☆ ☆ 03－32 29 －25 25 土16時一2 1時 3月から常設 5日10時 －6日10 時

シューレチャイル ドライン N PO 法人東京シューレ 0 3－5 993 －3 13 5
0 ☆ 0 3－5 924 －02 0 l 3 月18 日（月）～24日

（日）10時～2 2時

めぐろチャイル ドライン めぐろチャイルドラインを
進める市民の会

03－3 7 10 －04 8 6
0 ☆ ☆ ☆

03－54 32－603 7（子ビも）

0ユー54 32－60 38（★ 人）

3月9、†6日（土）15時～

10 、17日く日）6時、Il日

5日10時 －6日10 時

東京都

L C S チャイルドライン N PO ライフカウンセルダサー
ビス

0 3－5 35 ト2 158 0 ☆ ☆ ☆
03－53 5 卜2 175 3月 1日（金 ）～31日 （日）

9時半～ 柑時

5日10時 －6日10 時

えどがわ チャイル ドライン 江戸川子どもおんぶす 03－3 654 －9柑8
準備中 ☆ ☆

03－36 74－66 77 5 日10時～6日10 時

多摩 チャイル ドライン 東京国立ロータリーウラ
プ

04 2－575 －0 770
○ ☆ ☆

04 2「574 －378 8 5 日柑時 －22時

6日柑時～22時

八王 子 チャイル ドライン 八王子チャイルドライン 04 28－28 －77 30
● ☆ ☆ 04 26－4 4－223 2 水 18 時－2 1時

土 14 時－17時

3月2 0 日から常設

チャイル ドラインむさしの チャイルドラインむさしの 04 2－37 ト34 08
● ☆ ☆ ☆ 04 22－52 一別0 0 月14時－20時 3月10 日（日）川時 ～2 0

時

5日10時～22時

子 ビもの電 話 ゆう・Y o u ・

友

むさしの子ビも劇坤 04 22－4卜29 82
準備中 ☆ ☆

電 話番 号 未 定 5日10 時－22時

神奈川県
よこはまチャイルドライン よこはまチャイルドライン

を支える会
04 5－983 －53 25

rサエラ内 ）
準備中 ☆ ☆

04 5－3 42－0了7了 4月2一日（土）・28日（日）

開設プレイベント開催

5日10 時－6日川時

石川県
チャイル ドライン・いしかわ 子ども事フォーラム 0 76－2 40 －0 735 ● ☆ ☆

O 120－8 73 －50 6 金 ・土16時～22時 3日－5日10時～22時

チャイル ドライン愛 ネット フリースクールほっといっ
ぶく

02 56－94－54 44
○ ☆ ☆ ☆ 02 56－9 4－14 14 3月毎週金16時～22時

5日10時 ～22時

新潟県 チャイル ドラインにいがた チャイルドラインにいがた 02 5－2 3 卜73 86
● ☆ ☆ ☆ 02 5－2 90－555 5 第 3月10 時～21時 3月から常設

5日10 時～6日10時

福井県
ふくいチャイル ドライン NP O 法人福井県子ど

もN PO センター
07 76－33－54 90

● ☆ ☆ O t2 0－8 73－10 9 第 1．3月16時～22時
3月から常設

5日0時 ～24時

6日14 時～22時

愛知県
チャイル ドライン あいち N P O 法人名古畳おや

こセンター
05 2－939 －28 10

● ☆ ☆ ☆
052 －82 9⊥8引 1 月・火・金・土ほ時 ～2 1時 3月4日（月）～7日（木）、

10日（日）～12日（火）ほ

5日10 時－8日10時

三壬県
M IE チャイル ドライン M旺チャイルドライン斗

倫会
05 9－2 23－49 44

0 ☆ 059 －2 13－71 17 3 月2 7日（水）、28日（木）

9時～2 1時

浪士県
しがチャイル ドライン N PO 法人C A S N 09 0－755 ト9 203

準備中 ☆ 07 7－56 8－2 578 5 日0時 ～7日24 時

京都府
チャイル ドライン京都 ・子ど

もの電 話

NP O 法人京♯子どもセ

ンクー
075 －5 9 卜t t17

0 ☆ ☆ 075 －59 4－8 t20 ・8 130 5 日10時 ～6日10 時

6日～10 日16時 －22

チャイル ドラインO S A K A （社）子ども付報研究セ

ンター

06－6 634－18 9 1
● ☆ ☆ ☆

Ot卜663 4－7070 金 15 時～2 1時（祝 日を除

く）

5日10時 ～6日10 時

大阪府 チャイル ドラインいずみ チャイルドラインいずみ運
宮至l 会

07 25－43－37 45
0 ☆ ☆ ☆ 072 5－4 70－470 2 月2 4 日（日）12時 ～3月

3日（日）ほ時

5日10時 ～6日10 時

チャイル ドラインとんだばや

し

は－と＆は－と（苫馴 柿
人権教育は進協；暮会）

0 72 ト25 －tO OO 0 ☆ ☆ ☆
07 2 卜20－028 0 3月23 日（土）－25日

（月）10時 ～24時

5日10 時－6日10時

兵庫 県
チャイル ドライン神 戸 チャイルドライン神戸推

進妻l 会
0 78－38 7－7 160

● ☆ ☆ ☆ 07 8－3 67－7 18 1 木 15 時～21時 3月2 0 日（水）一26日

（火）10時－22時 4月か

5日10 時～2 2時

和歌 山県
チャイル ドラインわかやま N PO 法人子ども劇蛾

和歌山県セント
0 73－432 －3 864

0 ☆ ☆ ☆ 0丁3－4 2 卜838 丁

0 73－4 2 卜838 6 （10 代菅

3月18 日（月）10時 ”20

日（水）10時

5日10 時～7日10時

米 子チャイル ドライン H 08代　 Hom o 08 59 －33 －00 6 7
● ☆ ☆ 08 59－3 3－87朋 火 ・金一4時～柑時

鳥取県 ヤッホータイヤル ひまわりの会 08 57 －72 －30 18
● ☆ ☆ 08 57－7之－840 0 月・第1土14時～2 1時

チャイル ドラインうさぎのみ

み

やよいの会 08 58－45 －23 25 ● ☆ ☆ ☆
085 8－2 8－5453 水 15 時～1g時 3月から常設 5日10時 ～6日川時

岡山県
チャイル ドラインおかやま N P O 法人子ビも利他

同山県センター
08 6－2了ト18 85

0 ☆ ☆ ☆
086 －2了0一丁2了3

08 6－2 70－0 072 （若者菅

3月15日く金）16時一 柑

日（月）10時

5日10時 －2 1時

広 島県
ひろしまチャイルドライン N P O 法人子ども助蛾

広島県センター
08 2－2 72－55 40

● ☆ ☆ ☆
082 －27 3－0 852 月 ・土 15時－2 1時 3月16 日（土）21時～ 18

日（月）15時

4日15時 －6日一2 1時

えひめチャイルドライン えひめチャイルドライン 08 9－9 98－770 8 ● ☆ ☆ ☆ 089 －99 6一了706 月・金 ・集2，4土14時～ 柑
時

5日10時 －22時

愛媛県
子ビも電 話 「ひびき」 ハートコール・えひめ 09 0－3 98 9一川9 6

● ☆ ☆ ☆ 馴2 0－9 20－8 10

089 －9 14 －00 68

毎 月5のつく日16時 ～22

時

3月20 日（水）－26日

（火）16時－22時 4月か

5日～ 11日16時 ～22

時

チャイル ドライン子 ビものた

めの電 話うわ じま

子どもへの暴力防止
ネットワーウうわじま

08 95－25－49 77 0 ☆ ☆ ☆
089 5－2 4－13 11 3 月30 日（土）12時～3 1

日（日）12時

5日10時 －6日10時

福

チャイル ドライン＠ ふくおか 子どもの権利条約＠ふ
くゎか

07 0－5 530 －3 56 ti ● ☆ ☆ ☆
092 －64 ユー775 6 月18時 30 分－20時30分 5日10時 ～6日10時

i同県 チャイル ドラインrもしもしキ

モチl

チャイルドライン「もしも
しキモチJ

09 2 －734 －15 40 0 ☆ ☆ 092 －73 4－1800 3 月20 日（水）18時－22

日く金）18時

6日・7日12時 ～24 時

長崎県
させぽチャイル ドライン させぽチャイルドライン 0 956－32 －29 90 ● ☆ ☆ ☆ 09 56－3 2－940 5 火 ・金 17時～23時 5日10時 ～6日10 時

熊本県
おおづ子 どもサボネット おおづ子ビもサボネット 09 8－2 93－24 柑

● ☆ ☆ ☆ 09 6－29 4－2 22 9 木 ・金 ・土15時～18時 5即 5時 －18時

宮崎県
チャイル ドラインみやざき N PO 法人みやざき子ど

も文化センター
0 985－6卜75 90

● ☆ ．☆ ☆ 098 5t3 ト0 840 ・0 843 第 1土9時－2 4時 3月2 9 日（金）16時 －24

時 、30 日（土）9時～24時

4日9時 ～24 時

5日10時 ～24 時



次々と、子どもの権利条例 “制定’’J

北海道奈井江町「子どもの権利条例」と「埼玉県子どもの権利擁護委員会条例」

喜 多 明 人 （早稲田大学）

子どもの権利条約が日本で批准されて丸8 年。子ども問題であま

り明るいニュースがない中で、自治体による子ども支援、権利条例

づくりの動 きが活 発にな って いる ことが 注 目され る。

既報の世田谷区「子ども条例」（2 0 0 2 年 12 月制定）に続き、今

年3 月、相次いで “子 どもの支援・権利条例”が制定された。一つ

は、 北 ラ毎道 空知 郡 奈井 江 町の 「子 ど もの権 利 に 関 する 条例 」

（ 2 0 0 2 年 3 月 2 6 日公布、4 月 1 日施行）、も う一つは、埼玉県の

「 埼玉県子どもの権利擁護委員会条例」（2 0 0 2 年3 月2 9 日公布）。

前者は、川崎市子どもの権利条例 （2 0 0 0 年 1 2 月制定）に倣 った

条例であり、「子 どもの自己形成を支援するための基本理念を定め、

…子どもの権利を保障 し、すべての子 どもが幸福に暮 らせる町づ く

りを進めること」（第 1条 ）とある。主に 「子どもの参加の権利」

（ 第9 条）に基 く「子どもの社会参加」（第 13 条）とそのための「子

ども会議」の開催に力点がおかれている。権利侵害の救済としては

∂β題腰 帯が 宙 留J ！

「 救済委員会」（第 16 条）を設置する見通 しだ。

後者は、「子どもに対する身体的又 は精神的な暴力等子どもの権

利の侵害に関して簡易迅速な救済を行 うため」 に「埼玉県子どもの

権利擁護委員会」を設 ける （第 1条）とする条例であ り、川西市、

川崎市などの経験が生かされた仕組みを整えている。昨年来の問題

の焦点は、救済に欠かせない調査が県教委所管の学校等に十分行え

るか ど う か、 にあ り、「調査 する こ とが 適当 で ない と 認め られる 事

案として規則で定めるもの」（第9 条）とある「規則」作成の今後の

推移が注目される。

近々「子どもの権利条例」が作 られる自治体と しては、岐阜県多

治見市、富山県小杉町が、また市民 レベルを含め、子ども支援・権

利条例づくりの動きのある自治体としては、高夫］県、干葉県、大阪

府、などのほか、東京の日野市、国立市、小金井市、東村山市、杉

並区などが奄iる。

ロロロロ 日日 □□□ ロロ D ロロ D ロ ロロ ロロD ロ0 0【】ロ ロロ ロロロ ロロ ロロロ コ0 0【】コ ロロ ロロロ ロ臼 口□□ □

呵巳］市長選挙ユースもぎ投票2 0 0 2
■投票を終えて

林 大 介 （町田ユースもぎ投票実行委員会代表）

E －m a il y o u th －V O te ＠c lu b a a ．c o m

昨年6 月に行われた東京都議会議員選挙における2 0 歳台の投票率

は、私の住 んで いる東京 都町 田市で 2 9 ．3 9 ％ （町田市 全体 は

5 3 ．0 5 ％、東京都全体は5 0 ．0 8 ％）。F若い皆さんが政治に関心をも

たないと、i攻治の方も皆さんに関心を持たない』と言ったのは小泉首

相（総理大臣になる前の 19 9 9 年）ですが、なぜこれほどまでに若者

の政治離れがすすんでいるので しょうか。その背景には、（2 0 歳とい

う）有権者になる前から政治について考えたり、政治を身近に感 じる

機会が学校や家庭、地域を含めほとんどないからだと言えます。

しか し、カロ速 してい る少子高齢 社会の 中で求め られて いるの は、世

代を超えた「市民参加・参画」であり、むしろこれからの厳 しい社会

環境を支えてい く子どもや若者が子ども時代から自己決定能力を育

み、市民意識をもち、実践できる場を保障していくことが不可欠です。

こうした状況を背景にして実施 したのが、有権者ではない 19 歳以下

を対象とした「町田市長選挙ユースもぎ投票」（主催 ：町田ユースも

ぎ投票実行委員会 協力 ：特定非営利活動法人R ights）なのです。

いわゆる「子ども模擬投票」 は、2 0 0 1年 1 1月の川崎市長選挙

（ 投票数7 4 票）・神戸市長選挙 （投票数 1 0 ）でも行われていますが、

対象世代である 1 9 歳以下の高校生や大学生が実行委員会のメンバ

ーだったことが町田市での特徴 です。昨年 1 1月に実行委員会を立

ち上げ、5 人の立候補者に賛同書を送 り理解・ 協力を求め、「選挙事

務所探検隊」と銘打 った立候補者 との意見交換や、町田青年会議所

主催の 「町田市長選挙公開討論会」への参加、「10 代による公開質

問状」などを行いま した。「選挙事務所探検隊」に参加 した高校生

が『この探検は私にとって、選挙のイメージであ った 「政治＝難し

い＝なん かよ くわ か らな い世界」 とい うもの を見事 に壊 して くれた 、

とて も良 い 経験 だ った と思 いま す。 町日］の こと 、選挙 の こと、 政治

のこ と。そ れ らにつ いて考 える き っかけ とも言え るか も しれ ません J

と語っているように、実際の有権者以上に 5 人の候補者を究］ること

ができ、政治を身近なものと して体感できたようです。

投票は、実際の選挙日程とあわせて「不在者投票」期間中 （1週間）

はフ ァ ックス 、郵送 、 イ ンター ネ ッ トで 投票 を行 い、 投票 日当 日は

町田駅近くに「もぎ投票所」を設置。投票総数は9 1票で した。

今回の 「ユースもぎ投票」では学校現場 は理解 を示 したのですが、

「 教育の場 に政治は持ち込めない」という教育委員会の頑なな態度

のため学校側 に十分な働きかけができませんで した。「生きる力」

を唱え、推進している教育委員会が、生の教材、それも地域の課題

につ いて考え る絶好の 機会 を自 ら奪 うとい うこう した状況 は理 解でき

ません。市民意識を育てる意味でも有権者になる以前から政治を身近

に感 じる ことができる機会 をつ くることが重要ではないので しょうか。

「 選挙」は毎月のように全匡I各地のどこかで行われています。すで

に4 月 2 1 日に投開票される東京都多摩市長選挙においてもユースも

ぎ投票の準備がすすめ られてお り、こうした活動を全国に広げてい

きたい と思 い ます。 よ り多 くの 子 ども・ 若 者 が当事 者 と して参カロで

きる「ユースもぎ投票」を、ぜひやってみませんか ？

※詳 しくは一 h ttp ：／／w w w 1 5 t．s a k u「a ．n e ．jp ／‾「ig h ts ／m a c h id a ／

■投票に参加 した高校生からのメッセージ

南 山 智 浩 （都立高校新3年・町田市在住）

F何 か）妻いこ とを している 。 自分 には とて もできそ うにない。j

ユースもぎ投票で街頭宣伝をしていた時、ある友人にこのよう

子 ど もの 権 利条 約 第6 1号・ 2 002 年 4 月20 日号
ー包



われた。確かにもぎ投票実行委員会 に加わってか らの2 ケ月間で多

くのことを学んだ。そ してそれ らは、学校や塾の学習では決 して得

ることは でき なか つた だろ う。 しか しそ れ でも 、私 は別 に この 活動

が【特別な¶ものだと感 じた ことはない。外国を例に出すのは好きで

はない が、あ って当 舞長の 取 り組 みだ と思 って いる。

私たちの世代はとかく「政治」か ら遠ざかろうとする傾向がある

と言われる。今回のもぎ投票の投票数では、そう言われても仕方が

ない かも しれな い。 しか し、私 の まわ りに も政治 に つい て真 剣 に考

えている同世代は多い。今まで、彼 らはただその思いを表現するキ

I ▼ カイがな か った だけ

だ と信 じる。

今【司は2 0 代が中心

とな って活 動を進 め

ていたが、今後は 19

才以 下の世代 が メイ

ンとな ってや って い

き たい。そ う思 って

いる。

子ども参加を支援するおとなたちへ

～ よ りよいサポー トのための ヒン ト～ く5 〉

山 本 克 彦 （聖泉短期大学講師、生涯学習研究所S O U P代表）

”お とな が どう子 ども と 向き合 うか－ …前 回は その よ うな テー マ

だった。子 どもの集 団を前に した時、あるいは家族 とい う小 さな

（ 単位 人）においても、‘子ども”に向き合う ーおとなM はいつも

子どもの成長を願 つているはずである。 しか し、その想いが具体的

に行動とな って現れる場面には、時として勘違いというものがある。

今一 度、 ”お とな － と しての 行動 をチ ェ ック して みよ う。

ヒン ト13 自分 が ‘子 ども”だ ったこ ろを思 い出 してみ よ う。

今 “おとな【 である人は、必ず ”子ども－だったころがあるはず

だ。自分 自身が子 どもだったころ、何を していただろう、その時ど

んな 気持 ちだ っただ ろ う。 ど うい う時 に楽 しい気持 ち にな り、ど う

いう時 に一生 懸命 にな れ ただ ろ う。何 に対 して 反抗 した くな り、何

を受け入れただろう。たとえば、自分の言動を訳もな く禁止された

り、制 限され た 時、 おか しい と感 じ、 反発 の一 つ も した くな ったの

ではないか。無条件 に自分の気持ちを受け入れ、理解 して くれる

一おとな【 がいた時、その人を信頼する気持ちが芽生えていったの

ではな いか 。そ んな こ とを じっ く りと考 えれ ば、 自ず と子 ど もに向

き合 ういい形が見えてくる。われわれ “おとな”が、子 どもを理解

する とい う こと は、 “子 ど も” に 立場 “お とな －の ま ま で立 ってみ

るのではなく、 一子ども”の立場で “子どもだ ったころ想いに戻っ

て立 つ ■ ことで ある 。 これが でき るか ど うかで 、 サボ T タ ー と して

の魅力は大 きく変わるといえる。 “おとな”になるにしたがって矢

つてき た冒険 心 や好奇 心 、失 敗 を恐れ ず 、繰 り返 しチ ャレン ジ した

行動力や意欲、いろいろなものを思い起 こしてみよう。

ヒン ト1 4 プ ロセ スは ゴール の連続 と と らえ よ う。

一子ども－だったころの経j験は大きい。だからこそ、試行錯誤の

中か ら得た正解や効率の良い方法を先】つている。知っているが故に、

目の前の “子 ども”たちには正解を伝えたくなる。あるいは、試行

錯誤す る子 ども たち に 「そ うする よ りも 、 こう して ご らん」 と、短

期琵巨離の解決方法を提示する。そんな時に、考えなければならない

ことは、それは子 どもたちにとって大切なのは、最短距離で正解に

ぱ
りつ くこと ではな く、試 行錯 誤で 正解 にた ど りつ く ことだ とい

子どもの権利条約 第6 1号・ 20 02年 4 月20 日号

うこ とであ る。 効率 よ くコー ル にた ど りつ くと い うことは 、子 ど も

たちに無 駄 な ことを させ な いと い う意 味 で 一子 ども想 い”の よ うで

あるが、試行錯誤の場面を奪 うということは、学習機会を奪 うこと

であ り、長 い 目で見 て 、子 どもの た めに はな って いな い ことが 多い

のでないか。

私 は 、サ ポー ター トレーニ ン クの中 で 、 このよ うな考 え方 を ‘■プ

ロセス重視けぁるいは “プロセスコール什と呼ぶ。結果よ りも、そ

こへ た ど りつ く過程 こそ 意味 があ り、プ ロセ ス とは学 びの連 続 だと

いう考え方である。学校のテス トや行事でおとなたちは「（結果は）

はど うだ った ？」 と尋 ねて しま う。 もち ろ ん結 果 も大 切 であ る が 、

どの よ うに してそ こに至 った のか を しっか りと把握 し、プ ロセ スを

評価 したいものである。

ヒン ト1 5 “待つ こ と” もサ ポー ターの スキル であ る。

子 どもた ち と活 動 を してい る と、 は っき り しな い場面 に多 く出 く

わす 。た と えば フ ィール ドワー クを して も、何 を感 じた か、 ど う思

つたのか、楽 しか ったのか、つらかったのか・‥。グループでの活動

の後で、発表の機会があっても、誰が言うのか、どんなふうに言 う

のか …。 そん な時 、得 て して “お とな ” は質 問でた たみ こん で しま

う。 は じめ は 「ど う思 う ？」 な どと問 いか け ていた の には っき り応

えが 返 らな い と 質 問 は 「楽 しか っ た ？」「あ ん ま り楽 し くなか っ

た？」 と、 Y e s か N o か の 質 問 に変 わ り、 つい には 「楽 しか った

ね！」 な どと、 ご り押 し体制 にな る こともあ る。

多少の 沈黙も、あるいは判断がつかず無回答の場面も、それはそ

れな りに意 味を持 つ 、生 き生 き と応 え が返 らな い とい うこ とは、 む

しろ “お とな 一側 が プロ グラ ムを評 価 する 必要 があ るの かも しれな

い。もちろん、いつもいつも首を縦横に振るだけのコミュニケーシ

ョンを良 しとす るわ けではな いが 、語 りたい気持 ち にな って くれ ば、

子どもた ち は語 るの であ る。 時間 の許 す限 り て寺つ こ と” を実行 し

よう。 “待 つ こ と” が子 ど もの 力 につ な がる こと も多 々あ る もの で

す。

さて、そろそろ、子 どもをサポー トする学びの場面を具体的に例

示しよ うか… と、次 回に続 けた い。



「 子どもの権利条約 フォーラム2 0 0 2 in ちば」

実行委昌会の準備が始まる。

来る4 月 2 1 日午後 1 時3 0 分・千葉大学けやき会館 （干葉

市稲毛区・J R 西千葉駅前）にて、同会発足会 を開催する こ

とにな りま した （詳細 は、「呼 びか け文」等 を参 照）。

昨年 の青森 フ ォー ラムか らバ トンを受 け 、今年 は私 たち の

干葉県で行います。その準備委員会を、 1月 2 8 日の第 1 回

から今 月ま で毎月 、「N P O 子 ど も劇場 ・干 葉県 セ ンタ ー」 で

行ってき ま した 。

同準備委貴会は、同子ども劇場を始めと して、一昨年設立

された 「干葉県子 ども人権条例」を実現する会に集 まって、

「 子 ども の権 利 条約 」 を基 本 と する 県条 例 を つ くろ う と取 り

組ん で いる人 々を 中心 に して 、話 し合 ってき ま した。 特徴 的

なこと は、第 一固 か ら子 どもた ちが メ ンバー と して、 同準備

委員会 に参 加 している こ とです。

同準備委員会の委員長には、 N P O 東京シュー レ理事長の

奥地圭子さんと、上記子ども劇場・千葉県センター理事長の

米 田 修 （同準備委員会事務局長）

武智多恵子さんが就任 しています。干葉県民を代表するパワ

ーい っぱい の二 人の も と、年 末 に行わ れる フ ォーラ ム本番 に

向けて 、置 いて いか れな い よ う精 一杯 ガ ンバ ッテい きた いと

同準備委員会一同思 っています。

更 に広 く県 内 の市 民団 体等・ 個 人の参 カロを得 て、正式 に実

行委異会 が 発足 した後 、今 年の フォー ラム をどの よ うな内容

にするの か、 メンバ ー内で 話 し合 って 決め る予定で す。

ただ、同準備委員の一人 として私見を述べるな らば、『基

本となる 「子 どもの人権」について、その権利擁護が充分に

確保 さ れる ための ロー カル・ ル ール づ く りが 、全 国各地 自治

体で始 ま ってい る ことを踏 ま え、そ の取 り組 みの なかで 、子

ども・大人、市民・行政の枠を越えて行われる建設的な対話

と、パ ー トナ ー シ ップ の実 践例 を 学 びな が ら、「子 どもの 権

利条 約の 精神 」 を具体 化す る ことの 意味 と ヒン トが、提供 で

きるよ うなフ ォーラ ムにな る こと願 って いま す。』

『 社会権規約 と日本2001』

社会権規約 N G O レポー ト連絡会議 編

（工イデル研究所 発行、税込定価 2 1 0 0 円）

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 （社会権

規約）は、国際的な普遍的人権の保障を規定 した国際人権規

約の うち 、お もに社 会権 に つい て規定 さ れた条 約 です 。 日本

政府 は、 1 9 7 9 年 に この条 約を批 准 しま した 。批准 か ら二十

数年 が経 過 しま した が 、 この 条約 の実 施 は、 いま だと ても不

充分な状況にあるといえます。

社会権規約の締結国は、国内における条約の実施状況を説

明する義務を、条約で定め られています。日本政府は、 1 9 9 9

年、社会権規約の第二回締結国報告書を提出し、2 0 0 1 年に

は、国連の社会権規約委員会においてその審査がおこなわれ、

総括所見が採択されま した。本書は、この審査を契機に出版

された、社会権規約の実現をめざ した本です。

まず第一部では、社会権規約の入門 として、社会権規約に

ついて説 明 し、そ れに かかわ る ほかの 条約 につ い て角牢説 され

ています。つぎに第二部は、複数の N G O が協力 し作成され

たレポー トがのせ られ てい ますが 、社会権 規約の 全体的検 証 、

主体別の個別的検証、問題別の個別的検証 とわけたうえで、

それぞれ、問題点、背景・理由、提言というかたちで検証 し

ています。第三部には、審査の概要と報告所見の翻訳をのせ

てい ます 。 この よ う に、本書 は 、社会 権規 約 につい て今 まで

理解を深める機会がなかった人にも、問題の所在がわかりや

すい よ うに配 慮 して構成 され てい ます。

社会権規約の実現へ積極的に取 り組むことは、ほかの人権

に関 する 条約の 実 現 にもつ なが りま す。そ れほ ど重要 な意 義

を持 っているにもかかわらず、社会権規約は、認知度や関心

が低 く、 それ が実施 への 取 り組み を弱 く してい る原 因の ひと

つといえます。国連の委員会か らだされた審査結果、総括所

見を ふま えて 、 これか ら条約 実施 に 向けて 、政府 と N G O だ

けで はな く、私 た ちが どの よ うにか かわ ってい くべ きか を考

えさせ られ る一冊 です 。

子 ど もの権 利 条 約 第6 1号 ・ 200 2年 4 月20 日号

』
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＜ 大盛況 〃ファシリテ一 夕一義成講座 ＞

主 催・ 子 どもの権利条約 ネ ッ トワーク

2 0 0 2 年 2 月 14 日 （木） ～3 月2 日 （土） にか けて、国立オ リンピ ック記 念青少年総合 センターを舞台 に 「フ ァシリテ一 夕

ー養成講座」 が開催 されま した。 フ ァシ リテー ト（fac i暮itate ） とは 「（ちか らなどを） ひきだす」 とい う意味で す。子 ども

による地域の文化活動・社会参加活動が注目されるいま、

もとに行った初の試みでした。会場は連 日大盛況であり、

子どもの権利条約ネッ トワークでは、発足か ら10 年に及ぶ経験を

ファシ リチー ター養 成のニー ズを感 じた講座で した。（安部芳絵 ）

第1回 2 月 14 日（木）

子どもの参加をどう支えるか （理論編 Ⅰ）

講師 ：喜多明人 （早稲田大学、教育学）＆荒土牧重人（山梨学院大学、

国際人権法）

第 1回 目は 、 フ ァシ リテ一 夕一 に必 要 な基 礎 的な 知識 と して の 子

どもの権利条約および子ども参カロの理論、参加型ワークショップの

意義について考えました。子どもの権利と しての参カロとは①社会形

成的参加の権利、（各自己決定的参加の権利であり、その支え手 とし

てのファシリテ一夕ーが求め られています。その理由は 「活動のニ

ーズの 掘 り起 こ しや その ため の 関係 づ く りや ノ ウハ ウは 子 どもた ち

に任せ て 自然 に形成 さ れて くる こ とは まれ」 で ある こ と 「お とな 社

会一般の参加否定傾向」、「誤 った子ども参加支援を行 うおとな」の

存在についても指摘されました。

実践 的な 課題 と して は、① 子 ど も時 間・ リズ ム・ 思考 に寄 り三恭う

「 待ちの支え」、（a 「甘やか し批判」「待ちの支え」に対する子 ども

側の経験蓄積の必要性、③実質的なパー トナー関係への意向があげ

られ ま した 。

また 将 来 的 に フ ァシ リテ一 夕 ー が 求 め られ て い る と こ ろ と して

は、ひとつめにマイノリテ ィの子どもや体罰・ 虐待などの「権力的

な上下関係」にある子ども、 しょうがいや乳幼児であるために意見

表明に補助を必要とする子どもなど、参加 しにくい状況下の子ども

の人権侵害や、不利な抜いなどを解決 していくための参加支援とい

った「子どもの問題解決が望まれている場」。ふたつめに、学校へ

の子ども参加や地域への子 ども参加 といった「新たな社会価値をと

もに創 り、支 え合 う場 」 があ げ られま した 。最 後 に、 フ ァシ リテ一

夕ーの実践交流についても今後の重要性が指摘されま した。（安部）

第2 回 2 月 1 5 日（金）

参加しにくい状況下の子どもをどう支えるか（理論編 Ⅱ）

講師 ：西野 博 之 （フ リース ペ ー ス 「た ま りば」） ＆赤 池悦 子

（N C R C 事務局長）

不登校 、 ホー ムス クー ラ ー、ひ き こも り、 しょうが いを 持つ 子 ど

も、外国籍の子どもなど参加 しにくい状況 にあると考えられる子ど

もたちの参 カロとは どのよ うなも ので しょうか。

第 2 回 目は 、多 摩川 の ほ と りで フ リー スペ ー ス 「た ま りば」 で代

表をつ とめ る西 野 さん に日 頃の活 動 を通 じて感 じる こと 、考 えて い

る ことを述 べて いた だき ま した 。た ま りば は 「オ ル ターナ テ ィ ブな

教育の場ではない」という西野さん。子どもたちのまわ りには「タ

メな ヤ ツ」 と い うメ ッセ ー ジが は び こ り、「あ りの ま まで い いん だ

よ」 とい う場所 が ない こ とか ら 「居 場所 」 にな った そ うです 。そ う

してた ま りばには常 時3 0 人 く らいの 様々 な人 達が集 って き ます。

居場所は違った言葉を用いれば、「失敗できる場所」「弱さをだせ

る場所」「存在を否定されない場所」といえるかも しれません。そ

んな 中で 自信 をつ けた 子 どもた ち は自弁Sとたま りば を飛 び立 って行

くそ うです 。

ピ
加しに くい状 況 にある 子 どもの フ ァ シ リテ 一 夕ー にどん な特 別

子どもの権利条約 第6 1号・ 200 2年 4 月20 日号

な技術 が いるの か 、 とい うこ とよ りも 、すべ て の子 ど もたち と 向き

合うための ヒン トを得た大切な時間でした。「子どもたちと対話す

る『た ま りば j は Fいの ち の現 場 であ る 山 と い う言葉 は非 常 に印

象的 です 。「存 在 して くれ てあ りが と う」 とい う メ ッセー ジ を私 達

は子 ども を含 め 自分 を取 り巻 く人 々に 伝え られ てい るの か 、ち ょ っ

と立ち 止 ま って考 える ことは 、 自分 自身 にも 「生き て いて くれ てあ

りが とう」 と思え るチ ャンス かも しれ ません 。（安部 ）

第3 回 2 月 1 9 日（火）

世界の子どもの参加の動きに学ぶ（理論編 Ⅲ）

講師 ：森実 （大阪教育大学、E C P A T 関西）＆平野裕二 （A R C 代表）

「 ドラ え もん はフ ァシ リテ 一夕 ーで ある」 こんな 突拍 子も な く聞

こえ る言 葉が 講師 か ら飛 び出 した とき 、思 わず 「うん うん」 と領 い

てしまったのが第 3 回です。

2 0 0 1年 1 2 月に川崎・横5兵で開催された第2 国子どもの商業的性

的搾取 （C S E C ）に反対する世界会議についてはニュースレターで

も報告しま したが、その世界会議における子ども・若者参加がどう

して可能にな ったのかについて、森さんが歴史的な流れを説明 して

くだ さい ま した。 そ こ には、 子 ども参 加 を支え る フ ァシ リテ一 夕ー

の存 在が み てとれ ま した 。ま た、 ドラえ もん に関 る人 々をて が か り

にエ ンパ ワーメ ン トとフ ァシ リテ一夕 ーに ついて も考え ま した。

平野さんからは「子どもの権利条約の特徴」ということで、 5 つ

のP 、4 つの D 、 2 つの E 、2 つの C につ いて 指摘 があ りま した。 と く

に、4 つの D のうちのひとつである「D iv e「s it y （多様性）」を尊重

する の が大切 で す。 とい うの も 、子 ども はひ と りひ と り違 う存在 で

あり参加の形も多様であるか らです。多様性については先の会議で

も子ども・著者代表が発表 した「ファイナルアピール」に重要性が

指摘されています。

また 、最 近話題 にな ってい る 「若者 の フ ァシ リテ一 夕ー」 に つい

ては、年 齢 が近 い とい う：理由 だ けで フ ァシ リテ一 夕一 に向 いて いる

と考 え るの は危 険で あ る ことも指 摘 され ま した。 フ ァシ リテー トを

する若者自身が 「セルフエステイーム」が低かった り、「余裕 （西

野さんの言葉では「隙間」）」がない場合、子どもたちにしわ寄せが

まわ っきて しま うか らで す。

森さんか らは世界の子 ども参カロの事例とその分析、平野さんから

はその背景にある国際的な理論を学ぶことができま した。（安部）

第4 回 2 月 2 2 日 （金）

「子ども参加のための表現方法と役割を学ぶ（実践編 Ⅰ）」

フ ァシ リテ 一 夕ー グル ー プ ：N C R C 横 う兵会議 チ ー ム （熊 倉 ひ ろみ 、

土田朋水ほか）

第 1 固か ら第 3 回の理論編を踏まえ、様々な表現方法 として、ア

ー ト、演 劇 、ダ ンス 、歌 、 ジ ェス チ ャー な どを 学 びま した 。 また 、

手法と して、 ア イス ブ レー キ ンク 、 ロール プ レイ、 K J 法な ど とそ

の役割についてを学びました。



第5 回 3 月 2 日（土）

「フ ァシリテ一 夕ー をや ってみ よ う」（実践 編 Ⅱ）

ファシ リテ 一夕ー ：講座 参カロ者

受 講生 が実 際 に子 ども参 加 を支 える フ ァシ リテ一 夕一 に な りま し

た。テーマは子 どもの商業的性的搾取で、2 0 0 1年 12 月に横浜で

行われた国際会議の報告もあわせて行われま した。グループワーク

を取 り入れ、講座参加者はその際のファシリテー トを行い、終了後

は、全 体の ふ りか え りを しま した。 実 際 にや ってみ て何 が難 しか っ

たか、等、参加者同士の話 し合いは、予定時間を大幅に延長 して持

たれ ま した 。

＜ ファシ リテ一夕一章成講座に参加 して ＞

武田 明恵 （高校生 17 歳）

素敵な方々に出違わせて頂いた事を心か ら感謝 します。毎回が感

動の連続でした。私がこの講座で考えた事は「ファシ リテ一夕ーと

は？」 と言 う事 で した 。終 わ って か らも 考 え続 け てい ま す。 今 まで

であったファシリテ一夕ーは単なる「司会」 とは違 って、視点を広

げて くれ 、私 が考 える事 、 言 いた い事 を言 う手 助 けを して くれ た り

しま した 。そ うい った 事が 「持 って る力 を 引き 出す」 と言 う事 なの

ではな いか 、と感 じます 。

「子 ども参カロ」 につい ても考 えさ せ られ ま した。 この世 界の 事を 、

この世界のみんなで考えたいと思うし、子どもの問題に関 して子 ど

もが思った事や、意見をいえた りしたら良いなと思います。子ども

だけでなく、出来るだけみんなの思いが反映された居心地のいい世

界になればいいなと思います。

後、「一緒に生きていこうよ」 というたま りばの西野さんの言葉

が、忘れ られないです。色んな事を感 じすぎて纏 まりが付かないの

ですが、ここで戴いた栄養分を活かして これか ら生きていきたいと

思います。

＜ フ ァシリチーター養成講座を受講 して ＞

早稲田大学理工学部研究科 修士課程2 年 斎藤 京子

子 ど もが、快 適 で 自弁宍な コ ミ ュニケ ーシ ョンと多 様な 成長 の契 機

を持てる 「居場所」を都市空間の中に育てるために、都市計画とい

うハ ー ドをつ くる分 野 でで きる こ とは何 か を考 えた い と思 い大学 院

子 どもの権利条 約ネ ッ トワー ク（C R C ネ ッ ト）

2 0 0 2 年虔第 1 回セミナー
く子どものための約束はどこまで守 られたか ？〉

国連子ども特別総会報告

子ども子どもの権利条約が国連で採択された翌年 1 9 9 0 年

に「子 どもの ため の世界 サミ ッ ト」がニ ュー ヨークで 開か れ、

ラ毎部首 相 （当 時） をは じめ一 五九 カ 国の首 脳 など が一堂 に会

して、「宣言」 と 2 0 0 0 年 に向けて達成すべき 「行動計画」

の合意 しま した。

それから 1 0 年がすぎ、世界の子どもの状況は良くな った

のか 、首脳 の約 束は守 られ たの か。 2 0 0 2 年 5 月 8 ～ 1 0 日に

世界 各 国の 首脳 が 再 びニ ュー ヨー ク に集 ま り、 1 0 年 間 の成

果と今後に残された課題を話 し合います。

C R C ネッ トでは、子 どもの権利委員会をすべて傍聴する

などして国際動向を紹介 してきた平野裕二さん（A R C 代表）

と、第二 回子 どもの商業 的性的搾 取の反対 する世 界会議

（ 2 0 0 1 年 1 2 月 ／ 横5兵） にお い て世界 か ら集 ま った 約 9 0 名

の子 ども・ 若者 の参 加 した フ ァシ リテー トしたユ ース 実行 委

員会議長の安部芳絵さん （早稲田大学大学院生）の総会に参

で研究 しています。今回の講座は、子どもと接 していく上で基本と

なるおとな側の姿勢を、子ども参カロの問題に真剣に取り組んでいる

方たちを通して学ぶことができ、非常に興味深いもので した。

参加 して感 じた事の一つは、参カロ者に日々子どもとのふれあいの

実践を積んでお られる方が多く、

をベースにした交5売の機会では、

から自身の研究の過程において、

ていきたいと考えている者です。

今回の養成講座は、そうした経験

とい う印象 で した 。私 たち は これ

子どもとのふれあいの機会を持っ

ファシ リテ一 夕ーの 先］識 と技 術の

重要さは非常によく理解できま した。

他方、実践者が交5充によってその質を高める、という意味での養

成講座 と同様 に、「関心 を持ちなが ら、その方法論がわか らないで

いる者に対する、より初歩的な養成講座」があってもよいのでは、

と感 じま した。

「子ども参か」 とは、川崎のケースに見 られるような大規模なも

のから、よ り小さな規模での 日常的な子どもとのふれあいまで、幅

広くとらえられるものだと思います。そ して、都市計画の中での、

「 居場所」 を考えるとき、専門性の高い技能と高めることと同様に、

この間5題に関心のある層に広 く働きかけ、個性的な地域のネッ トワ

ークを形成 していくことが欠かせません。この意味では、専門講座、

あるいは、実践講座と同様に、各人の 「居場所」感それ自体を語り合

うことか ら始め られ るよ うな 「第 一歩」 の講座 の必要 性 も感 じます。

臨床心理士として中学校のスクールカウンセラーを勤める夫とと

もに参加 させ て いた だき ま したが 、終 了後 、 シ ェア リンク しな が ら

帰途につき、さまざまな感想を話 し合 っておりま した。話題の一つ

として 、フ ァシ リテ 一夕 ーの専 門性 が 指摘 され ま した 。 ここでの 専

門性とは決 して、公的資格につながるような独占性ではな く、また、

柔軟 性 を欠 くも ので は あ りま せん 。 そ うで はな く、柔 軟な 中 に も、

「 これが居場所 に携わる人たちの、他には見 られない持ち味、独自

性なのだ」という部分が鮮明であれば、それぞれの分野で活躍して

いる方た ち とも つな が りやす く、 マ ンパ ワー を結 集 しや すい ので は

ないか、というものです。今後、例えば夫が実践 している、中学校

での ピア カウ ンセ リング活 動や私 自身 も参 加 して いる 、寺子 屋N P O

活動 （地域の寺院を不登校の子 ども達 に解放するとい うもの）と、

この 講座 で学 んだ ことを 、関連 づ け、 展開 して い くか、 とい う課是喜

に、私も主体的に取り組んでいきたいと考えています。

カロす る二人 を 迎え て、総 会直 後の ホ ッ トな 報告 を聞 くことに

なりま した 。

ふ る って ご参加 くだ さい。

とき ：2 0 0 2 年5 月 1 7 日 （金）

午後7 時～9 時 （受付開始6 時半）

ところ ：国立オ リンピック記念青少年総合 センターセ ンター棟

※案 内板 で ご確認 くだ さい 。

T E L ：0 3 －34 6 7 －7 2 0 1
小田急線参宮橋駅徒歩七分

地下鉄千代田戦代々木公園駅徒歩 10 分

ゲス ト ：平野 裕二 さん （A R C 代表 ）

安部芳絵さん （早稲田大学大学院生）

参カロ費 （資 料・会 場費 ） ：

一般 おとな 1，0 0 0 円／子ども（一八歳未満）5 0 0 円

会員 おとな8 0 0 円／学生・子ども無料

※受 付で 入会 できま す。

※お 問い 合わ せ は、 8 ペ ー ジ記載 の事 務 所連 絡先 も しく

は下 記 メール宛 にお願い します 。

E －M a il：n C「C ＠ a b e a m ．o c n ．n e ．jp

子 どもの権利条約 第 61号・ 20 02年 4 月20 日号

』



子どもの権利条約総合研究所 （略称C R C 研究所）

設立記念号 どもの権利 条約 ■・ 条例 シンポジウム

ーかわさきの子ども、市民 、職員が権利条例を活かすために－

シン ポジス ト

子 ども か ら

市 民か ら

職 員から
教 員か ら

川崎市子ども会議準備委真の子どもたち
市民サロン・地域教育会議関係者

条例担当職員 （川崎市市民局）

中学校教員

コーデ ィネー ター

荒牧 重人 （山梨学院大学教授・川崎市子どもの権利委員会委員長）

安部 芳絵 （早稲田大学大学院・子どもの権利フ ァシリテ一夕ー）

日本のおとな社会では、東村山の中学生によるホーム レス襲撃殺
傷事件などを契機と して、神戸事件以来ふたたび、 “子ども不信 、

子どもバ ッシング の世論がつ くられつつあ ります。子どもを信頼
し、権 利 の主 体 と して 「工 ンパ ワ メ ン ト」 して い くこ と 、総 じて

「 子どもの権利」 をしっかり身近な生活の場に根づかせていく取 り

組みが求められています。
子どもの権利条約総合研究所 （略称C R C 研究所）は、約 1 年間に

わたる設立準備段階において、同研究所編 （工イデル研究所発行）

r 川崎発・子どもの権利条例j の刊行事業に取り組んできま した。

2 0 0 0 年 12 月 2 1 日に制定された 「川崎市子どもの権利条例」 は、

まさに、地域 、自治体 という身近な場で 「子 どもの権利」、そ して

「 子どもの権利条約」を実現していく取り組みを象徴 しております。

そこで今回のC R C 研究所正式発足の総会記念事業としま して、上

記のようなシンポジウムを企画 しました。本研究所の研究活動の初

心をあらわすこの研究集会にぜひ多 くの市民、子ども、研究者その

他子どもの権利に関心をもつ方々がご参カロいただけますよう、お願

い申 し上 げます。
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2 0 0 2 年 3 月2 0 日
子どもの権利条約総合研究所準備委員会 委員長 喜多 明人

日時 2 0 0 2 年 4 月2 0 日（土） 午後2 時～ 5 時

会場 東洋大学図書館研究棟 1 6 階 「白山スカイホール」

（都営三田線 「白山」駅下車徒歩 5 分）

シンポジウム終了後 設立総会・運営委員会（5 時～6 時）

研究所設立・出版記念懇親会 （午後6 時3 0 分～8 時3 0 分）

問い合わせ

研究所事務所

〒15 2 － 0 0 3 4 東京都目黒区緑が丘 2 － 6 － 1

T E L （水曜日）FA X O3－5286－3595
（それ以外は、0 3 －3 7 2 4 －4 6 8 8 ）

メールの場合 E－M a il k ita ＠ m n．w a s e d a 月C．jp

2 0 0 2 年 虚 子 ども の権 利 条約 ネ ッ トワー ク イベ ン

語 ろ う同 じフ ィール ドで ！

子どもと大人の境界線

●今年も子 どもとおとなが同 じフィール ドに立 って、

さ まざ まな 問題 を語 り合 い ま し ょう ！

子ども達はおとなと語 り合いたい事を山ほど抱えています。

“今の子どもは何を考えているのか解 らない”と言うおとな。

‘お とな と子 ども はど こが 違 うの ？ど う して違 うの ？” と感 じて

いる子 ども。

お互いが理解を深め、よきパー トナーと して共に生きるために集

まって くださ い。

私たちはた くさんの方に参加 していただきたいと願っています。

日時 ：

2 0 0 2 年 5 月6 日（月・休 日）午後 1時3 0 分 ～4 時3 0 分（受付開始 午後 1時）

場所 ：国立オ リン ピック記念青少年総合センターセ ンター棟5 0 1号室

（小 田急線「参宮橋」駅下車徒歩5 分）

参加費 ：一般 おとな 10 0 0 円 子ども 5 0 0 円

会員 おとな 8 0 0 円 子ども 無料

企画運営 ：18 歳以下の子ども達

主催 ：子どもの権利条約ネッ トワーク

お詫びと訂正

ニュースレター6 0 号 2 ページの熊倉ひろみさんの肩書は「子ど
も・若者プログラムユース実行委員会」の誤りでした。お詫び し

て訂正いたします。（編集担当）

四月か ら、事務所受付曜 日・時間が変わ ります！！

四月より、以下のように事務所受付時間が変更になります。な
お、事務所へお越 しの折りは、事前にご連絡下さい。今後 ともど
うぞ よろ しくお願 いい た します。

四月からの事務所受付時間／火・金 12 ：0 0 ～ 17 ：0 0

お詫 び

ニ ュー ス レタ ー 6 0 号 で 、誤 った 曜 日 を掲 載 して しま
いま した。正 し くは、上 記の と お りです 。申 し訳 あ りま

せんでした。（編集担当）

地域・ 自治体 か ら子 どもの権 利 を実 現 してい く先進 事例

「 川崎発・ 子どもの権利条例」

編集 ：子 どもの権利条約総合研究所

編集協力 ：川崎市・ 川崎市教育委員会

川崎地方自治研究センター

川崎教育文化研究所

発行 所 さエイデル研究所

価格 ：（税込み）2 ，4 0 0 円＋郵送料

■研究所頒価■ 2，4 00円（郵送料等込み）
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（それ以外は、T E LO 3 －3 7 2 4・4 6 8 8 事務所へ）

E －M a ilの場合 ：C rC 2 1＠tyc o s ．jp （も しくはk ita ＠m n ．w a se d a ．a c ．jp ）
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子どもの権利集約 第 61号・ 20 02年 4 月2 0 日号

「子どもの権利条約」No．6 1

2 0 0 2 年4 月2 0 日発行

★発 行 （隔月刊）

子どもの権利条約ネ ッ トワーク

N etw o rk fo「 the  C o n v e n t i o n  o n  t h e

R ig h ts o f th e C h ild
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★発行人 喜 多 明 人

★編集人 内 E日塔 子

★年会費 4 0 0 0 円 学生2 0 0 0 円

1 8 歳未満 10 0 0 円

定期 購言売4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

★印 刷 ㈱ 第一プリン ト


